
京都府肝炎治療特別促進事業実施要綱

第１ 目的

国内最大の感染症であるＢ型ウイルス性肝炎及びＣ型ウイルス性肝炎は、抗ウイル

ス治療（インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤

治療）によって、その後の肝硬変、肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能な疾

患である。しかしながら、この抗ウイルス治療については月額の医療費が高額になる

こと、又は長期間に及ぶ治療によって累積の医療費が高額となることから、早期治療

の促進のため、この抗ウイルス治療に係る医療費を助成し、患者の医療機関へのアク

セスを改善することにより、将来の肝硬変、肝がんの予防及び肝炎ウイルスの感染防

止､ひいては府民の健康の保持、増進を図ることを目的とする｡

第２ 実施主体

この事業の実施主体は京都府とする。

第３ 対象医療

この事業の対象となる医療は、Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるイ

ンターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにＢ型ウイルス性肝炎に対

して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で、保険適用となって

いるものとする。

当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料及び薬剤料につ

いては助成の対象とするが、当該治療と無関係な治療並びに入院時食事療養標準負担

額及び入院時生活療養負担標準負担額は助成の対象としないものとする。

なお、抗ウイルス治療により軽微な副作用が発生した場合、当該治療の中断を防止

するために併用せざるを得ない副作用の治療については、受給者証の認定期間中に限

り助成の対象とする。

したがって、抗ウイルス治療を中断して行う副作用に対する治療は助成の対象とし

ない。

第４ 対象患者

京都府内に住所を有し、前項に掲げる対象医療を必要とする患者であって、医療保

険各法（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）に規定する医

療保険各法をいう。以下同じ。）の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の

医療の確保に関する法律の規定による被保険者のうち、保険医療機関等(健康保険法

（大正１１年法律第７０号）に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同

じ。）において当該疾患に関する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律

の規定による医療に関する給付を受けている者とする。

ただし、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付

が行われる者は除くものとする。



第５ 治療を行う医療機関

１ 第３項に規定する事業の対象となる治療については、知事が指定した保険医療機関

（以下「指定医療機関」という。）において実施するものとする。

ただし、保険薬局については、この限りではない。

２ 前号の指定を受けようとする者は、肝炎治療医療機関指定申請書（別記第１号様

式）により知事に申請しなければならない。

３ 指定医療機関が指定を辞退しようとする場合は、肝炎治療医療機関辞退申出書（別

記第２号様式）により知事に申し出なければならない。

第６ 助成期間

助成の期間は、同一患者につき原則１か年を限度とする。

ただし、別添２に定める一定の要件を満たした受給者については、この限りでない。

第７ 実施方法

１ 事業の実施は、原則として第３項に定める対象医療を適切に行うことができる指

定医療機関及び保険薬局に対し、当該事業に必要な費用に相当する金額を交

付することにより行うものとする。

２ 前項の金額は、次の(1)に規定する額の合計額から(2)に規定する対象患者が負担す

る額を控除した額とする。

(1) 医療保険各法の規定による医療又は後期高齢者医療の医療に要する費用の額の

算定方法の例により算定した当該治療に要する費用の額の合計額から医療保険各

法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付に関し保

険者が負担すべき額を控除した額

(2) １か月につき別表に定める額を限度とする額

第８ 医療受給申請

この要綱により医療の給付を受けようとする者は、肝炎治療受給者証交付申請書

(別記第３号様式。以下「申請書」という。）に、次に規定するすべての書類を添付の

上、知事に申請しなければならない。

① 肝炎治療受給者証認定に係る診断書(別記第４号様式)

ただし、肝炎治療受給者証（核酸アナログ製剤治療）の交付申請（更新）の場合

は、医師の診断書に代えて、直近の認定（更新時の認定を含む。以下同じ。）に行

われた検査内容及び治療内容が分かる資料を提出させることができるものとする。

② 申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し

③ 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の

写し

④ 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者の地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。以下

同じ。）の課税年額を証明する書類



なお、第１号に規定する肝炎治療受給者証認定に係る診断書については、第５項で

規定する指定医療機関において記載するものとする。

また、申請書に申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について個人番

号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）に規定する個人番号をいう。以下同じ。）を記載し、直近年度

の地方税関係情報について取得すること及び住民基本台帳関係公簿を閲覧することに

同意し自ら署名を行った場合は、上記第３号及び第４号に規定する資料の提出を省略

することができるものとする。

ただし、例外的に助成期間の延長が必要となる者は、あらかじめ有効期間延長申請

書（別記第６号様式）を、副作用等の要因により受給者証の有効期間延長が必要とな

る者は有効期間延長申請書（別記第７号様式）を知事に提出しなければならない。

第９ 医療給付の決定

知事は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る内容の適否について、肝炎専

門医等から構成される京都府肝炎治療特別促進事業認定協議会に諮った上で、当該意

見を尊重し、別添１に定める対象患者の認定基準により適正に認定するものとする。

医療の給付を承認したときは肝炎治療受給者証（別記第５号様式。以下「受給者

証」という。）を申請者に交付し、承認しないときは具体的な理由を付してその旨を

申請者に通知するものとする。

第10 受給者証の提示

受給者証の交付を受けた者が、指定医療機関及び第３項に規定する事業の対象とな

る治療を実施した保険薬局（以下「指定医療機関等」という。）において本事業の適

用を受けようとする場合は、受給者証を提示しなければならない。

第11 受給者証の有効期間の始期

受給者証の有効期間の始期は、原則として申請書の受理日の属する月の初日からと

する。

第12 他府県からの転入者の取扱い

他の都道府県において発行された受給者証を所持する者が、京都府へ転入し、引き

続き医療の給付を受けようとする場合には、転出日の属する月の翌月末までに、転出

前に交付されていた受給者証の写し等を添えて知事に申請するものとする。

この場合における受給者証の有効期間は、転入日から転出前に交付されていた受給

者証の有効期間の終期までとし、申請手続は第８項を準用（ただし、同項に規定する

添付書類は省略）するものとする。

第13 受給者証の記載事項変更

受給者証の交付を受けた者は、受給者証に記載された事項を変更しようとするとき

は、肝炎治療受給者証記載事項変更申請書（別記第８号様式）に受給者証を添えて提

出し、その訂正を受けなければならない。



第14 受給者証の再交付申請

受給者証の交付を受けた者が、受給者証を紛失した場合、肝炎治療受給者証再交付

申請書（別記第９号様式）により知事に再交付を申請することができるものとする。

第15 治療費の請求及び支払い

１ 指定医療機関等の長は、各月に行った医療につき、所定の診療報酬請求書及び診療

報酬明細書を作成し、医療保険との併用分については、社会保険診療報酬支払基金に、

また、国民健康保険との併用分については、国民健康保険団体連合会へそれぞれ請求

するものとする。

２ 受給者証の交付を受けた者で、特別の事由により指定医療機関等から請求できない

ときは、肝炎治療費請求書（別記第１０号様式）に指定医療機関等が発行した療養証

明書（別記第１１号様式）を添付して知事に申請することができるものとする。

なお、受給者証の交付を受けた者が、第10項に規定する事業の適用を受ける場合に

あって、医療費負担の総額が自己負担限度額を超過する場合には、受給者本人が、第

３項に規定する対象医療に係る治療費について医療機関等が証明する肝炎治療自己負

担上限額管理票（別記第１２号様式）等を提示することにより、以降の自己負担をし

ないことができる。

３ 知事は前号前段の申請を受理したときは、その内容を点検し、速やかに支払うもの

とする。

第16 治療費の返還

欺まん行為その他不正な手段により本事業に係る治療費の支給を受けた者があると

きは、知事はその全部又は一部を返還させることができる。

第17 その他

(1) この要綱により知事に提出する書類は、申請者の住所地の保健所の長を経由して

提出するものとする。

(2) この事業の関係者は、患者等に与える精神的影響とその病状に及ぼす影響を考慮

して、この事業により知り得た事実の取扱いについて慎重に配慮するものとする。

(3) 知事は、この事業をより効果的なものとするため、必要に応じて情報収集等を行

うことができるものとする。

附 則
この要綱は、平成２０年４月２３日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。

附 則
この要綱は、平成２０年９月１７日から適用する。

附 則
この要綱は、平成２１年３月１７日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。



附 則
この要綱は、平成２１年１２月１１日から施行し、平成２１年１０月１６日から適

用する。

附 則
この要綱は、平成２２年３月２６日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。

附 則
この要綱は、平成２３年１１月１日から施行し、平成２３年９月２６日から適用す

る。

附 則
この要綱は、平成２４年１月２７日から施行し、平成２３年１１月２５日から適用

する。

附 則
この要綱は、平成２５年１２月２４日から施行し、平成２５年１１月１９日から適

用する。

附 則
この要綱は、平成２６年１０月１０日から施行し、平成２６年９月２日から適用す

る。

附 則
この要綱は、平成２７年１月９日から施行し、平成２６年１２月１５日から適用す

る。

附 則
この要綱は、平成２７年６月２６日から施行し、平成２７年６月９日から適用する。

附 則
この要綱は、平成２７年１２月２１日から施行し、平成２７年１２月１日から適用

する。

附 則
この要綱は、平成２８年５月６日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。

附 則
この要綱は、平成２９年１０月６日から施行する。ただし、第８の規定は平成３０

年１月１日以降に申請があったものに対し適用する。

附 則
この要綱は、平成３０年８月２０日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。

附 則
この要綱は、平成３１年４月１８日から施行し、平成３１年２月２６日から適用する。

附 則
この要綱は、令和２年５月 １日から施行し、令和２年４月１日から適用する。


